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少年団活動における新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底ついて（お願い） 

 

 日ごろ、本会の事業に関しまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 

 現在、国内の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の急激な増加に伴い、

児童生徒の感染者数や集団感染者数も増えています。静岡県の「ふじのくにシス

テム」（令和３年５月 14 日時点）の警戒レベルが５に引き上げられたことから、

以下の内容を遵守したうえでの少年団活動の実施について、貴市町スポーツ少

年団所属の単位団関係者へ周知いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

〇 団活動について 

  活動前の検温、消毒等を徹底、活動中も必要に応じてこまめに実施すること。 

  また、個々の体調管理把握に努め、少しでも体調のすぐれない団員について

は、参加を見送るまたは早退させるなどの対応をすること。ただし、これによ

り団員に不利益が生じることのないよう配慮すること。 

 

〇 静岡県新型コロナウイルス警戒レベル（５月 14 日更新） 

  静岡県 HP において発信される情報により、対策をお願いします。 

  https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-keikailevel.html 

 

〇 今後の状況を受けて 

  単位団活動については対策をお願いするところではありますが、状況は日々

変化いたしますので、その際には対応の変更をお願いする可能性もありますの

でご承知おきください。 
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